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「IPv4 割り当て報告申請について(IP アドレス管理指定事業者ネットワーク用)」新旧対照表 

現在の文書 改定後の文書 

8. IPv4 割り当て報告申請を行う資格 

 

IP 指定事業者自身のネットワークに対してアドレス

を割り当てる際は、そのアドレスブロックの割り振り

を受けた IP 指定事業者が行ってください。IP 指定事

業者は、あらかじめ通知された Web 申請システムの

URL より申請を行ってください。 

JPNIC では、その手続きを行う IP 指定事業者に貸

与された資源管理カードを用いて発行した資源申請

者証明書を利用して、Web 申請システムにログイン

のうえ、提出された申請のみを受け付けます。  

 

8. IPv4 割り当て報告申請を行う資格 

 

IP 指定事業者自身のネットワークに対してアドレスを

割り当てる際は、そのアドレスブロックの割り振りを受

けた IP 指定事業者が行ってください。IP 指定事業者

は、Web 申請システムへログインして申請を行ってくだ

さい。 

申請は、別途 JPNIC が定める認証方法を利用して申

請組織の資源管理者が指定した資源申請者が行って

ください。 

 

 


